
確定申告　～税の申告は正しくお早めに～
＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている内容などが変更となる場合があ
ります。相談にお越しの際はマスクを着用してください。

税の申告は
� 正しくお早めに
　町県民税や所得税の申告時期です。申告が必要か確認し、該当する場合は早め
に準備して、申告会場で提出するか、郵送、持参、電子申告（確定申告のみ）の
いずれかの方法で提出してください。

申告期間　２月16日㊍～３月15日㊌
■確定申告が必要な人
　１給与所得がある人
　　①給与の収入金額が2000万円を超える人
　　②給与を１カ所から受けていて、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）の合計額が20万円を超える人
　　③�給与を２カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種所得金額（給与所得、退

職所得を除く）との合計額が20万円を超える人
　２公的年金等の雑所得がある人
　　　公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人
　　＊�ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の各種所得金額が20万円以下であ

るときは、申告は必要ありません。�
　３�各種の所得金額の合計額（譲渡所得や山林所得を含む）から、所得控除を差し引き、その金額（課税さ
れる所得金額）に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人

　　＊�１～３に当てはまらない人であっても、上場株式などに係る譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除
の特例の適用を受ける人などは確定申告書の提出が必要です。

■確定申告をすれば税金が戻る人
　�　確定申告の必要がない人でも、次のいずれかに該当し、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎに
なっている場合には、還付を受けるための申告（還付申告）により税金が戻ります。

　①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
　②一定の要件のマイホームを取得などして、住宅ローンがあるとき
　③マイホームに特定の改修工事をしたとき
　④災害や盗難などで資産に損害があるとき
　⑤多額の医療費を支出したとき　
　⑥特定の寄附をしたとき

令和６年度（令和５年分）より課税方法が統一されます
　令和４年度の税制改正において、所得税と町民税・県民税（個人住民税）の課税方式が令和６年度課税（令和５年
分の所得税の確定申告）より統一され、申告不要制度を選択することができなくなります。
　申告不要制度が適用となるのは、令和５年度課税（令和４年分所得税の確定申告）までです。

確定申告が必要なくても、
町県民税の申告をする必要
がある人もいるんだって！
詳細は５ページで確認して
みてね。
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確定申告　～税の申告は正しくお早めに～特集

確定申告の方法

　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、自宅から申告できるe-Taxまたは「確定申告書等作成コー
ナー」をぜひご利用ください。
＊�申告期間中にご自身で申告書を作成した人は、封筒に入れ、表面に住所と氏名をご記入の上、税務課（役場１階６
番窓口）までお持ちください。

自宅からの申告

　源泉徴収票などを基に申告書を作成・受付します。ご自身で申告書を作ることができない場合にご利用ください。

とき ところ 受付のできる申告
２月16日㊍～３月15日㊌（土日祝日を除く）

午前９時～正午、午後１時～４時
税務課（役場１階６番窓口）

所得税の確定申告
町県民税の申告

＊�予約希望日時（１時間枠）を指定してください。予約希望日の２日前まで予約することができます。電話や役場窓
口での予約は受け付けていませんが、スマートフォンなどを税務課（役場１階６番窓口）にお持ちいただければ、
予約の入力を補助します。

インターネット予約をしない人へ
＊�整理券は、期間中午前８時30分～午後４時に会場で配布します。午前７時30分～８時30分の役場入口前での整理券
の配布は行いませんのでご注意ください。整理券はなくなり次第受付終了とさせていただきます。
＊�申告相談期間中にご自身で申告書を作成した人は、封筒に入れ、表面に住所と氏名をご記入の上、税務課（役場１
階６番窓口）までお持ちください。
■確定申告に必要な持ち物
　①税務署から送付されたお知らせはがきまたはお知らせ通知書および確定申告書類（いずれも郵送された人のみ）
　②マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる書類および身元確認書類
　③前年の申告書の控、利用者識別番号の分かる書類
　④源泉徴収票の原本（給与や年金がある場合）
　⑤医療費の明細書や生命保険料控除証明書など、各種控除を受けるための書類
　⑥通帳など本人の預金口座番号が分かるもの（還付がある人のみ）
　＊�①～⑥以外の書類が必要となる場合もあります。詳細は税務課�町民税グループへお問い合わせください。

 役場で申告相談ができない確定申告
　以下の申告は役場で相談・受付ができませんので、岡崎税務署で申告相談をしてください。
①事業所得、不動産所得、土地・建物や株式などの譲渡所得がある申告
②住宅借入金等特別控除、雑損控除を受ける申告� ⑤損失の申告
③海外に居住している親族を扶養に入れる申告� ⑥過年分（令和３年分以前）の申告
④亡くなった人の申告（準確定申告）� ⑦FXなどの金融商品や暗号資産の申告

役場での申告相談

重要 申告相談のインターネット予約受付中！
URL：https://airrsv.net/kota-kakutei/calendar

パソコン・スマートフォンで申告
提出は、
e-Taxまたは郵送でOK!画面の案内に従い入力

確定申告書等作成コーナー
国税庁ホームページ

⬅�申告相談の�
予約はこちら
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とき ところ 受付のできる申告
①２月16日㊍～３月15日㊌
②２月16日㊍～３月31日㊎
（土日祝日を除く。ただし、�

２月19日㊐、26日㊐は開設します。）
午前９時～午後５時�

（相談受付終了時刻は午後４時）

岡崎合同庁舎５階大会議室
（岡崎市羽根町字北乾地50番地１

シビックセンター隣）

①�所得税および復興特別所得税・
贈与税の申告
②�消費税および地方消費税の申告
（個人事業者）

内　　容　ご自身のスマートフォンを利用して確定申告書を作成します（入力操作はご自身でしていただきます）。
持 ち 物　①源泉徴収票の原本（給与や年金がある場合）
　　　　　②医療費の明細書や生命保険料控除証明書など、各種控除を受けるための書類
　　　　　③前年の確定申告書の控え
　　　　　④利用者識別番号がわかる書類（税務署から送付されたお知らせハガキまたはお知らせ通知書など）
　　　　　⑤スマートフォン
　　　　　　＊事前にマイナポータルアプリをインストールしてください。
　　　　　⑥マイナンバーカード
　　　　　　＊�マイナンバーカードの発行時に設定した、署名用電子証明書（英数字６～16桁）、利用者証明用電子

証明書（数字４桁）のパスワードも必要です。
　　　　　⑦筆記用具、電卓
入場方法　�申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。整理券は、会場での当日配布またはLINEアプリを使っ

たオンラインでの事前発行が可能です。なお、整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることも
あります。配布状況については国税庁ホームページから確認できます。

そのほか　・申告書の提出のみの人は税務署１階で提出してください。
　　　　　・公的年金を受給されている人を主な対象とした申告相談を２月１日㊌～15日㊌に行います。
問 合 せ　岡崎税務署�個人課税第１部門　☎（0564）58-6514

岡崎税務署での確定申告相談

　税理士による無料税務相談所を開設しますのでご利用ください。
と　　き　２月13日㊊～28日㊋（土日祝日および27日㊊を除く）
　　　　　午前10時～午後４時30分（正午～午後１時を除く）
と こ ろ　イオンモール岡崎　３階イオンホール（岡崎市戸崎町字戸山38番地５）
　　　　　＊�２月28日㊋は、岡崎市シビックセンター集会室（岡崎市羽根町字貴登野15番地）で、規模を縮小して開

催します。
入場方法　�申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。整理券は、当日会場で配布します（オンラインによる

事前発行はありません）。なお、整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。
問 合 せ　岡崎税務署�個人課税第１部門　☎（0564）58-6514

無料税務相談所のご案内

■確定申告と納税の期限
　●所得税および復興特別所得税、贈与税…３月15日㊌
　●消費税および地方消費税…３月31日㊎
■振替納税利用のお願い
　　納税は、便利で安心な口座振替をご利用ください。
　　預貯金口座から自動引き落としされます。
　●所得税および復興特別所得税の振替日…４月24日㊊　＊贈与税を除く。
　●消費税および地方消費税の振替日…４月27日㊍

4広報こうた◉2023(R5).2.1広報こうた◉2023(R5).2.1



確定申告　～税の申告は正しくお早めに～特集

問合せ　税務課�町民税グループ　☎（0564）62-1111（内線161、162）　FAX（0564）56-6218

　確定申告が必要なくても町県民税の申告をする必要がある人もいます。申告が必要か
どうか下記の図でご確認ください。

＊ご自身で申告書を作成できない場合は、申告相談をご利用ください。
　予約方法および日時などについては３ページをご覧ください。

あなたは町県民税の申告が必要？

公的年金等の
収入が400万円
以下の人へ

令和５年１月１日現在、幸田町
に住民登録がありましたか？

収入は、遺族年金、障害年金、雇
用保険のみですか？

町民税・県民税の申告は必要あ
りません。
　ただし、年末調整されていな
い控除を受けようとする人は申
告が必要です。

下の①②のどちらかに該当しますか？
①昭和33年１月１日以前生まれ　かつ　公的年金収入が148万円以下
②昭和33年１月２日以後生まれ　かつ　公的年金収入が98万円以下
＊�公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
の場合です。

源泉徴収票に記載されていない控除を受けますか？

町民税・県民税の申告は
必要ありません。町民税・県民税の申告が必要です。

給与収入がある人
会社の給与以外に収入がありましたか？

公的年金収入がある人
公的年金以外に収入がありましたか？

税務署に「所得税の確定申告書」を提出し
ますか？

町民税・県民税の申告が必要です。

＊�収入がなかった人でも、
国民健康保険税の算定
や後期高齢者医療など
の関係で申告が必要と
なります。

令和４年１月１日から令和４年
12月31日までに収入がありまし
たか？

営業・農業・不動産・その他雑・
一時所得などがある人

令和５年１月１日に住民登録の
ある市町村へお問い合わせくだ
さい。

町民税・県民税の申告
は必要ありません。

申告書表面の「２．所得金額合
計⑫」に「０」を記入し、提出
してください。

公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。ただし、源泉
徴収票に記載されていない控除（配偶者控除、障害者控除、社会保険料控除、医療費控除、
生命・地震保険料控除など）を受けようとする場合は、町民税・県民税の申告書を提出して
ください。
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